
●

●

●

田｡………□
囹四

今回は、宿泊研修・修学旅行添付雷類チェックシートです。

●
●●

平成21句勢月1Ｂ旅費条例が変更されました。今回は宿泊研修・修学旅行に関係のある部分は
以下のような変更点があります。

◆旅行諸費の改正、

．Ｂ帰り旅行については支給しない。

･蔵白旅行の場合は、用務先から宿泊場所への交通費に充てるものとして５５０円定額の支給ｂ

･宿泊旅行の場合でも、公用車・貸し切りバス等の利用で交通費のかからない鬮合は不支給ｂ

･地域内交通費が必要な場合は、実測等で支給。

･空港施設使用料は航空閏として支給。いう（

◆宿泊料について変更点

･行田ﾛ職給料表の級により定められてＷＥ支給金額の区分力曉止のため、校長・教諭等の
区目Uなく均一金額を支給。
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チェック項目の『＊』EPは､原本証明が必要てす

裏面に続く

添付書類 チェック項目 はい 泣圏なし

『行程表』 ＊添付されています力､？（移勁手段､ＩＣ名記載の物）

『校外行事実施計画
届』 ＊添付されています力､？

『宿泊証明書」 宿泊施設から証明を受けた替類は､添付されていますか？
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『康行顧令Ｍｎ頂)書｣Ｊｍ時CD控忠貞

『旅行命今(依頼醤）
曾Uの旅費計算醤の
宿泊料(夜)の欄

定額以外の時は｢宿泊料の調整に関する調轡｣の金額どおり請求してありま
すか？

(2泊以上の場合、１泊ごとの『調替』を作成した時は、宿泊日ごとに記入する）

添付誓類 チェック項目 はい 渡当なし

『宿泊の

事実確認書』

新榔式の物が添付されていますか？
(平成20年11月５日西牧第699号）

学校長の署名はありますか？(EPは不要）

『宿泊料の調整に

関する調替』

宿泊料が定額より下回る場合激額調整していますか？
(佼阜県条例施行規則第18条の8号）

宿泊料が定額を上回る湯今定額の13/10は超えない範囲で
支給していますか？

(咬皐県条例施行規則第18条の2第１号ｲ）

:公用の施没ﾁﾘ用時､宿泊料を実費(重科､タ食､朝食､シー
ツ代)で計算していますか？

食事代が不明な場合は､朝食:宿泊料定額の1/10､夕食：
宿泊料定額の2/10に相当する額を加算可能ですが､計算して
いますか？

『実費運賃算出内訳
脅』

児童生徒の参加人数(途中欠席のある場合はその明細等）
の記載はありますか？

ｦ1率者の人数､氏名の記戦はありますか？

髭切バス利用時､鏑求瞥(総額又は一人分)にあわせて算出
しましたか？

(平成20年11月５日西敦亭管理調整担当文醤）

有料道路の区分明細や計算式の記載はありますか？

(有料道路利用時）
『高速料金の確認で
さる書類』

自家用車運転時(賞切バス利用時は不要)に､有料道路利
用料金の確認できる書類

(現金の時は旅費請求番資料､ETC利用の時はiNEXCO』の利
用明細醤等と、＊利用証明番明細確認)は添付されています
が？

『請求答』『領収書』
のコピー

＊添付されていますか？

金額は同じですか？

『復命醤』のコピー

＊必要事項が記銭された復命書は添付されていますか？

児童生徒の個人名の記戦がある場合は､消したものをコピーし
てありますか？

(自家用車使用時）
『自家用率使用承認
申請番(簿)』
のコピー

＊必要事項が記載された物は添付されていますか？


